
 第１回横浜市泉スポーツセンター指定管理者選定委員会 会議録 

対 象 施 設 横浜市泉スポーツセンター 

日 時 令和３年５月 18日（火）午後２時～午後３時 30分 

開 催 場 所 横浜市泉区役所 ４AB会議室 

出 席 者 選定委員会：佐野昌行委員、佐野瞳委員、武関委員、熊谷委員、林部委員（計５名） 

事務局５名 

欠 席 者 なし 

開 催 形 態 一部非公開（議事３以降）（傍聴者１人） 

議 題 １ 委員長及び委員長職務代理者の選出について 

２ 委員会の公開・非公開について 

３ 選定スケジュールについて 

４ 公募要項について 

５ 業務の基準について 

６ 評価基準項目について 

７ 審査について 

８ 次回選定委員会の日程について 

決 定 事 項 １ 委員長及び委員長職務代理者について、次のとおり選出された。 

  委員長：佐野昌行委員 

  委員長職務代理者：佐野瞳委員 

２ 委員会の公開・非公開について、次のとおり決定した。 

第１回選定評価委員会：議題３「公募及び選定スケジュールについて」以降の 

議事を非公開とする。 

第２回選定評価委員会：応募団体のプレゼンテーション以降を非公開とする。 

３ 公募及び選定スケジュールについて、原案のとおり決定した。 

４ 公募要項について、委員会の意見を反映し、一部修正の上、決定した。 

５ 業務の基準について、原案のとおり決定した。 

６ 評価基準項目について、原案のとおり決定した。 

７ 審査について、原案のとおり決定した。 

８ 次回選定評価委員会の日程について、議事３のとおり決定した。 

議 事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 委員長及び委員長職務代理者の選出について 

「横浜市泉スポーツセンター指定管理者選定委員会運営要綱」に基づき、委員長

に佐野昌行委員、委員長職務代理者に佐野瞳委員が選出された。 

 

２ 委員会の公開・非公開について 

  事務局から説明があり、第１回選定委員会は、公募の公平性を担保すること

などから、議題３以降は非公開とした。第２回については、応募団体のプレゼ

ンテーションの順番により公平性を損なわないよう、プレゼンテーション以降

を非公開とした。 

 

３ 公募及び選定スケジュールについて 

事務局から説明があり、原案のとおり決定した。 

 

４ 公募要項について 

事務局から説明があり、委員会の意見を反映し、一部を修正の上、決定し

た。 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 業務の基準について 

  事務局から説明があり、原案のとおり決定した。 

 

６ 評価基準項目について 

事務局から説明があり、原案のとおり決定した。 

なお、事務局から評価基準項目の採点方法について説明があり、項目１から項

目 10までは１点から５点の５段階で評価し、配点が 10点のところは評価した点

数を２倍とすること、項目 11 の加減点項目(1)は５点、０点の２段階、(2)は－

５点、０点、５点の３段階で評価することについて決定した。 

 

７ 審査について 

事務局から、第２回選定評価委員会での審査の流れ及び最低基準点について

説明があり、最低基準点を、加減点項目を除く選定委員の持ち点数の合計 60％

とすることで決定した。 

 

８ 次回選定評価委員会の日程にについて 

議題３で決定したとおり、令和３年８月 10日（火）に開催することとした。 

 

主な質疑・応答 

(1) 業務の基準について、第３期と大きく変わった点について質問があり、主に新

型コロナウイルス感染症対策についての記載が加わったことを事務局から説明

した。 

(2) 管理運営実績や経営情報の審査については、専門的な知識が必要であるため、

税理士の委員が評価の目安を示すことになった。 

                           

配 布 資 料 
 
 

(1) 横浜市泉スポーツセンター指定管理者公募要項 

(2) 横浜市泉スポーツセンター指定管理者業務の基準 

(3)  横浜市市民利用施設予約システム関連業務（業務の基準 別紙１） 

(4)  各施設独自で有する諸室（業務の基準 別紙２） 

(5) 横浜市泉スポーツセンター指定管理者評価基準項目 

(6) 横浜市泉スポーツセンター応募関係書類（様式１～27） 

(7) 選定スケジュールについて 

(8) 横浜市泉スポーツセンター指定管理者選定委員会運営要綱 

(9) 指定管理者制度における賃金水準スライドの手引き 

特 記 事 項 第２回指定管理者選定委員会は８月 10日（火）に開催する。 

 


